
調剤をしていて

媛聞に思ったこと，

医師または患奮さんに間

かれて困ったこと，医師に媛

袋照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 笛さんの媛問

に各分野の専門家がお答えいたします.

今回は. 2008ij::4月から施行されている調剤IJtfi酬点

数などの主な改正点について説明します。ただし，詳

しい内容や具体的な算定要件につきましては，点数告

示や留意事項通知を確認されるようお1，9ffいします。

調剤基本料はどのように変更されたのです

か。

後発医薬品の使別促進の観点から.薬局にお

ける後発医薬品の調剤に要するコストの負担

に鑑み， iU制IJ基本来|を若干引き下げたうえで (42点→

40点， 19点→18点)，後発医薬品の調剤キ:1が30%以

上の場合をiWfll!iする仕組みとして 「後発医薬品制剤体

市IJ))II算J(4点)が新設されました (表し図1)。

当該加算は，厚生労働大111の定める施設基準として，

[r(近3カ月 1M}の後発医薬品の淵斉IJ率 (処方せん受付回

数のうち，調剤した医薬品のrlJに後発医薬品がl品目

でも合まれていた処ブiせんの削合)が30%以上で、ある

表1 調剤基本料の変更点

Information 

ご質問をお寄せくだ

さい。要項1~48頁にあり

ることによってのみ行います。電話や

ファクシミリによる回答はご容徹くださ

い。また，特務なケースの質問は，録用されない

こともありますのであらかじめご3承ください。

ことが要件とされており， 調剤基本来1-に加算して保険

請求するためには，所定の様式により，あらかじめ地

)f社会保険事務局長あてに周け出を行っておく必要が

あります。

また，後発医薬品に変更可能な処方せんの場合にお

いて，患者の後発医薬品に対する不安を和らげるため，

短期間，後発医薬品を試せるように調剤期間を分割し

て調剤することが明確に可能となりました(ただし患

者-の同意を得たうえで行うことが前提となります)。

この場合，分割前斉IJの2四日の制斉IJII'.):には， ftl司剤基

本料の代わりとして「後発医薬品分割調剤時5点Jを算

定するほか，そのように後発医薬I日lを試すことを理由

とする分割調剤時に限っては， f薬剤服用保管理指導

料J(1日・薬剤服用歴管理料)と 「薬剤情報提供料J(た

だし後期高齢者の場合は「後期高齢者薬剤服用歴管理

指導料」のみ)についても同時に算定できるよう見直し

が凶られました(去1)。

なお，基準調斉IJ加算(lおよび2)の点数や長期保存

日 [~年3月まで) 新[fliM:]年4月から) I 

調剤基本料
(処力せん受付IITゆえが)J4.0001日l超.

集中W700ó必のf~~V従来 )"jは 19点 )

(該当なし)

42点 !調剤基本料
(処プiせん'立小:]1日l数が)J4.0001日|超.

1長小Zキ~ ï09"超の保険楽}"jは 18点 )
後発医薬品調剤体制加算

40点

4点

後発医薬品分割調剤時 5点
※21"111の調高IJII.¥のみtr.定 また.r集剤JJI!川1t;l''i'i:.fI1刊行

i浮利j と rJf~!Jti'i判alHJt:Ji+J (後WJ，'::j齢行のf必介は「後

期l出齢針決リJJI!川Jtitr'1:s/t指J忠利Jのみ)についても

liljlrH): ii.:: "r 0 
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基2
11 基211基2

号1. J . I ...... .1. ............................................~ ト 基111基1

貨 I I ~ I I 貨 1 1 貸 し1

く通常〉 く特例〉 く通常> く特例〉

ロ訂 後発医薬品調青1)体制加算 (4点)

巨宣1基準調音1)加算1(10点)

1 ~2 1 基準調剤加算2 (30点)

図1 調剤基本料の考え方(算定パターン)

表2 調剤料の変更点

自家製剤加算(錠剤司散斉IJほか)

{核当なし)

の|封i¥l!E性などを理El:1とする分割調剤の取り扱いについ

てはー切変更ありません。ただし，基準閥剤加算に係

る施設基準の要件については若干変更されていますの

で、注意してください (47頁のQ参照)。

調剤料はどのように変更されたのですか。

調方IJ料に閲する事項としては， 一ー包化薬の算

定要件(対象範囲)と内服薬に係る 自家製剤}JII

14:の算定方法について見直しがIJgIられたほか，保険薬

局における夜間や休日などの常態的な処方せん応需体

制を評価する仕組みとして「夜間・休日等加算」が新設

されました (表2)。

<ー包化薬>

内服薬のー包化に要する手間に鑑み，これまで算定

可宇能で、あった範囲に加え， 一定の要件を満たした場合

についてもー包化薬を算定することができるよう見直
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自家製剤加算 (錠剤.散剤ほか)

内服薬 20点/7日分

屯服薬 90点

・休日等加算 (受付1固につ

されました。

これまでー包化薬の前l剤'1'-'1.は，月J1.去が異なる 2斉IJ以

上の内服JlJ国型剤をIJhUIJ時点こ、とにー包化した場合に

算定可能でしたが， 2008年4月からは従来の要件に}JIJ

えて， 1斉IJで3種類以上の内)JIUrJl割引斉IJを A 包化した

場合にも算定できます。

これにより算定範囲は緩和されましたが，所定点数

については，これまでの97，1::!，から89点に引き|ごげられ

ています。

<自家製剤加算>

内服薬の調剤料に係る自家製剤l加算のうち，錠剤の

こ|三割を行った場合に該当する算定区分(錠斉1]，散斉1]，

エキス剤ほか)については，自家製剤に要する手間の少

なさを考慮して，投与日数に応じた算定方法となるよ

う見直されました。

これまでは捌斉IJillに関係なく 90点を算定することと

なっていましたが， 2008年4月からは調剤|二|数が 71:1

分につき20点を算定します。



表3 薬歴関係の変更点 (74歳以下の場合)

なお，屯!J民会1j に係る自家製剤l加算のt~:7i:方法につい

ては変更ありません。これまでと同じく，調剤iZ-に関

係なく 90点を算定してください。

<夜間・休日等加算>

保険薬局の機能強化の観点から，地域の救急医療体

iUIJや診療所の夜間開業などに対応するw&局を評価する

仕組みが新たに導入されました。具体的には，当該柴

局の1m問時間内で、あって，かつ平日の場合は0-8U寺・

19 -24 11~J'， 二l二|曜日の場合は 0-8 1 1:.)' . 13-2411寺，休

日の;場合は 0-2411寺の11寺!日'];N~; に算定できる点数として，

「夜間 ・休H令子力11算J(40点)が新設されました。

この加算は，調剤科の加算として位置付けられてい

ますが，処方せん受付ー11II1につき算定できます。また，

算定に当たっては当該薬局の開局H寺問だけでなく， r夜
間・休日等加算jがj自J:l"Jされるl時間帯についても薬局

内に表示しておくことが必要です。

なお， l~fJ局時間外の加算である時間外加算，休日加

算来干支加算については変更ありません。

襲歴閣僚の点蝕については，どのように変

宣されたのですか。

保険薬局における忠者への服薬指導を充実さ

せ，また服薬指導に係る調剤報酬体系の附素

Information 

[1目] [新】

薬剤服用歴管理科 葉剤服用歴管理指導料

く基本部分〉
22点 く基本部分〉

ー‘ーーー・4町.......ーーー・ーー・.一..四・・・一，・ー・・・『・・.品川.. 一....，.，.，..・・『咽 辺息

服薬指導力目算
22点 麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算 B点、
22点

重複投薬・相互作用防止加算 重複投薬・相互作用防止加算
20点/10点 20点/10点

図2 薬剤服用歴管理指導料(1日・薬剤服用歴管理料)の考
え方

化を図るため，薬剤JM川JE管理II料の加算であるUI~薬指

導力n算 (22点)を廃止するとともにこれまでの薬剤JJI~刷

版管理料 (22点)と統合し，新たに「薬剤服用脈管理指

導料J(30点)として項日名称が変更されました (表3，

図2)。
さらに後期高齢者の場合には.薬剤JJji川}摂管理科と

服薬指導加算の統合に加え.お薬手l阪による情報提供

を評価した薬剤l情報提供料(15点)についても廃止・

統合され，新たに「後JYJJ\~:í齢者薬斉iJma川脈管理指導料」

(35点)として項目が設けられました (表4，図3)。

また，外来患者の緩和ケアを1ff~進する観点から，従

来の麻薬符主II指導加算(11:1. W&ñIJJJI~川脈管理科の加算)

表4 薬歴関係の変更点(後期高齢者:75歳以上の場合)

薬剤服用歴管理料
服薬指導加算
麻薬管理指導加算
重複投薬・相互作用防止加算

薬剤情報提供料

処方変更あり

処方変更なし

20点
10点

15点

麻薬管理指導加算
重複投薬・相互作用防止加算

処方変更あり

処方変更なし

剣山梨指導IJIft?:.業方IJ↑l'汁~(従 0 1，干|→!従 l卜.

22点

20点 |

10点 l

鋼剤と情報 2008.4(vo1.14 No.4) 43 (431) 



[7iJJJAJ 
一 く基本節分〉

22点

服薬指溺加算
22点

麻薬管理ffti事頑尊 8点

重複投薬 ・相互作用防止加算

l:二1m 
15点

[新]
後期高歯車寄.制服用医管理指渇料

〈基本部分〉

;!5.s. 

麻薬管塁主導加算

重複投薬・相互作用防止加算
20点/10点

国3 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(旧・薬剤服用歴管
理料)の考え方

の算定'}，tf'j".に.定則的な麻薬のIJI~薬状況 (残薬の状況

を合む)や保管状iJGを雌認することなどが追加され，所

定点数についても 8点から22}.'Hこ大幅に引き上げられ

ました(表3~4. I文12~3 ) 。

襲剤情報提供関係の点蝕については，どの

ように愛宣されたのですか。

これまで長期投薬情報拠供料 1は，長期投薬

された処方せんの受付のI{~~ に，制斉IJ 日数分に

応じてあらかじめ}-1:定することとされていました(14

n分につき 18点)。しかし，情報提供の尖態を調査し

た結果.算定された回数と比較して，実際に辺、者への

jf~ IJtな情報が提供されたI!.II数が少なかったことから，

2008:'1': 4 }-J 以降は尖|際に情報提供した場合にのみ所定

表5 薬剤情報提供関係の変更点

表6 その他の外来患者に関する変更点
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点数(14点)を$1:iょする仕組みとなるよう見直されま

した (表5)。なお，長期投薬情報提供料2については

変更ありません。

襲挙管理料の申で，舛来患者に関する穆頂

については，ほかにどのような変更があっ

たのですか。

~方IJmli による IJli柴支援のllt(り組みを一層推進

する観点から， I~' 己による HI~薬特別が困難な

外来忠者もしくはその家肱などの求めに止、じて.その

患者が服用している薬剤を雅則するとともに， 一包化

やHli薬カレンダーの活川などによる '-1々 の)jfi薬管理I!の

支援を許制するイlk-fLみとして「外来服薬支援科J(185 

点)が新設されました (表6)。

実際の月li薬支援に当たっては， 41者がJJI~別している

柴斉IJを処方した医r:fIiに対して，治療上の必要性や服薬

支援の必要性を雌認したうえで実施しなければならな

いほか，薬剤の名称や実施内容.また，その理11111など

を薬剤)j祉制!従の記録 (薬師簿)にii己11主することなどが嬰

件とされています。

在宅医療に関係する点髄については，どの

ように蛮宣されたのですか。

これまで，在宅医療に関係する調斉IJ報酬点数

については，楽学的管理!!指導計聞に基づく訪

Il¥i薬剤管理指導を評価した 「紅宅患者訪問薬剤l管理指

※l.!:WJt.t:!iHi'f判HltfJt:f'12は変'liなし



導判J(月の 1ITIII~I 500 }，'，し月の2ITII目以降300点)しか

設けられていませんでした。

2008年4月からは，薬局の主ij斉11r:i1iによる訪問薬剤l管

理指導のー!日の充実をl;glるため，従来の要件である医

師との連携に加えて，在宅医療を支える他の医療関係

職積とー!日の連携を行うことなどが新たな要件として

追加|されるとともに， 当言実)JのイiiJITII1:1の算定であるか

に関係なく 500点に引き上げられました。ただし向

齢者専11=1賃貸住宅やグループホームなとeの)首位系施設

人)計者を対象として訪問薬斉11~~ì;Jll!指導を実施した場合

には，その効率性を考慮して，在宅忠者の場合よりも

低く抑えられた350点に設定されています (表7)。

なお「麻薬管理指導加算」については，薬剤服用歴管

理指導料(もしくは後期高齢者薬剤服用時管理指導料)

と同様に，定期的な麻薬の!lrf薬状況(残薬の状況を含

む)や保管状況を確認することなどが要件として追加さ

れましたが，所定点数(100点)については変史ありま

せん (表7)。
また，在宅患者の訪問薬剤管理I!指導に関連する事項

としては，従米の点数項目以外として，忠者の状態の

表7 在宅患者訪問薬剤管理指導料の変更点

Information 

急、変にwう対応、などについても評価されることとなり，

計画的な訪問薬剤管理指導とは別の仕組みとして「在

宅忠者緊急訪問薬剤管理指導料J(500点)が新設され

ました。算定に当たっては，処方医による緊急の要請

を受けて実施(忠家を訪問)することとされており，月

41日|を限度として算定が可能です (表8)。

さらに在宅医療に関連する司i-J.fo[として.①入院忠孝'.

| |日 (2008年3月まで 新[f1iIml年4月から) 目
在宅患者訪問薬剤管理指導料(月4回)

月の1回目

月の2回目以降

麻薬管理指導加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料(月4回)

500点 | 在宅患者

300点 | 居住系施設入居者等

100点 | 麻薬管理指導加算

※ tJíと:æfl:のみ~i!. II' ( し

500点

350点

100点

表8 在宅医療関係(在宅患者訪問薬剤管理指導料以外)の変更点

{該当なし)

(該当なし)

旧[fIiIIDl年3月まで 新 [~年4月から ) 1 

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 (月4回)
麻薬管理指導加算

在宅患者緊急時等共同指導料 (月2回)

麻薬管理指導加算

500点

100点

700点

100点

{該当なし退院時共同指導料(入院中1回 600点

※}'，uLうýf~1J大 |l fが定める挟忠の場イ7. 入院'1 '21"1

(J五三iなし) 後期高齢者終末期相談支援料(患者1人) 担当
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の退|ちにH寺にl捺して情報共有をI'Ji'I干に行うため，地域で

の在宅療養を担う医療関連職種が共同して患者への指

導を実施すること， ②在宅療養中の患者について，保

険医の求めにより行う関係医療従事者とのカンファレ

ンスへ参加するとともに，それら関係者と共同で忠者

へ指導すること， ③|日|復の見込みが襲ltしいと判断され

た後期高齢者について， 医療関連職種が共同して， jAi

者およびその家政などと終末期jにおける診療7:iJIーなど

について十分話し合い.その内符を文書により提供す

ることーー などが苦H!IIiされることとなりました。

制高IJ報酬点数では， ①については 「退院時共同指導

料J(600点)，②については 「在宅患者緊急川等共同指

導料J(700点)， ③については「後期高齢者終末期相談

支援料J(200点)が新設され， I退|泣H似た同指導料jは

入院'1'11 1111 (}!iL ~t労働大 t:.I~が定める疾患の場合には入

院中 21ITDに|現り， lil:宅忠、者緊急II~\' 等共同指導未I'J は

月21IT1に|恨り ，r後WJ高齢者終末期相談支援車lJは忠者

I人につき算定できます(表8)。

難担や顕担などは，どのように変更されたの

ですか。

2006年4月に引き統いて処方せんの様式が変

史されたほか，医薬品の相È~，作用や重抜投薬

を防止するため.またがiL険楽町における後発医薬1171の

使J+J促進を|支|るため，I保険業同及び保険去HiiJnl!i療養
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担当規則J(薬担)の内谷についても一部改正されまし

マ、
f~。

<処方せん様式の変更>

前向 (2年前)の診療報酬改定に引き続き，阿佐，処

方せんの様式が変更されました。これまでは処方せん

の備考欄の「後発医薬品への変更可」の欄に処fj医の指

示(記名抑HJまたは署名)があった場合に|拠り.辻1、者と

中1:1談のうえ，後発医薬品に変更することが認められて

いました。

しかし 2008年4月からは同欄の内容(処}jせん掠

式)が変吏され. I後発医薬品への変更がすべて不可の

場合」 に限り，処方|亙が記名押印または署名するよう

見直されました。 したがって，処ブJせんのInJ欄に処ブi

|互による指示がない限りは，患者と相談のうえで後発

医薬品に変更することが可能です(ただし処方欄の

同陣
式
明処 )j せ /ν 

iニの也}j-!'A.:: どの似険..~でも"崎で， ) 

u・

!..:..州''':1.11.ド"・'"‘哨・z・ゐζ!と

2・衡の・CII tu".司，u.・.....・1同tゐ・剛'胴..肉・F“・ ・R健制・'"，，'14・4・‘'"“除内含・n例・h・'0.ては
R・.. 、..・‘ ぞt， (，t.urs:・旬開，・の剛句念司 宮崎，、.帆I• 6>，.../1 ff~・. ，陣~ .""，II 、 1\.1'"町 'M'・"

も..白 '.ζ 含

図4 新たな処方せん様式



1*1で個別に 「変更不可」と指ポされている場合を除く)

(図4)。

<相互作用や重複投薬の防止>

調斉IJを行う場合， Iま薬llliの相互作JfJや重複投薬を|りj

II~.するため，保険薬剤師jは忠者の!眠薬状況と薬斉i川IUI3

J1f.を目立認しなければならない」となり，いわゆる義務

規定が設けられました (表9) 。 これは，特に後JUj~司齢

者におけるお菜手l肢を用いた情報管理II・情報共有を-

j併推進する観点から規定されたものですが，ここで言

う「薬剤fJI~nJ~J とは必ずしも患者ごとに作成された薬

剤服用庶の記録(薬暦簿)だけを意11ょしているのではな

く，忠者が服用する染ー剤の履脈のようなものを指して

います。

なお，保険|主についても 「保険医療機関及び保険医

療養担当規則J(療担)において，保険薬斉IJrliliと同様の

焼?とが新たに設けられています。

<後発医薬品の使用促進>

後発医薬品の使!日を促進するため，保険薬局に対し

ては後発医薬品の調斉IJ体制の雌保に「努めなければなら

ないJ(努力規定)とされ，また保険薬剤師に対しては

表9 薬担の変更点(相互作用・重複投薬の防止)

表10 薬担の変更点(後発医薬品の使用促進)

Information 

後発l医栄5r\-!I に変~可能な処プiせんの場合に，忠者への

後発医薬品に附する説明を「適切に行わなければならな

いJ(義務規定).後発医薬品を調剤することに 「努めな

ければならないJ(努力脱走)とする規定が設けられま

した (表10)。

なお，保険医についても療fJ'[において.後発医薬l仙

の使用を考慮することに「努めなければならなしづとの

努力脱定が新たに設けられています。

その他，点艶以舛に関する事項で伺か変更さ

れたことはありませんか。

点数改定に直接関係することではありません

が，通知lレベルでの変更事項が若干あります

ので、注志してください。

<調剤報酬点数表の掲示>

間斉IJ報酬点数表に閲する事項 (制定;事項通知1)の「通

則」において， r薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数

表のー-覧等を掲示するとともに，忠者の求めに応じて，

その内容を説明することJという 一文が追加されまし

(抑制のー般的}j針)

第8条 (目的

2 保険薬剤師は.調剤を行う場合は.患者の服薬状況

及び薬剤服用歴を確認しなければならなし冶

| 旧[f1ID}:J年3月まで) 新[f1ID}:J年4月から

(品1斉IJの 'R~1:(10}jiYl・)
第8条 (1的)

後発l災薬品の割方I])

第7条の2 保険薬局は，後発医薬品の備蓄に関する体

制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努

めなければならない。

(?J，¥]剣の一般的プdl)
第8条 (目的

2 (略)

3 保険薬剤師は.処方せんに記載された医薬品に係る後

発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬

品である場合であって司当該処方せんを発行した保険医

等が後発医薬品への変更を認めているときは，患者に対

して.後発医薬品に関する説明を適切に行わなければな

らなし、 この場合において司保険薬剤師は司後発医薬

品を調剤するよう努めなければならなL、。
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た。

今月号では1-1"銀として， r調剤報酬点数表Jの一覧表

(下蚊き)も付いていますので，投薬室、uや待合計など

でこれらをj古川していただいくのもよいでしょう。

<基準調剤加算に係る施設基準の見直し>

基準調剤加算(lまたは2)の点数は変更されていま

せんが，これらのJμwをZi尖に尖施させるよう， 一吉15

の虫干1:について若干の見直しがl叉|られています。

今1"1は詐しい内存の説明は;1;1);妥'しますが，よな<:jfJj{

としては， ①緊急wy:など|剖周II.¥'間以外における調方IJ体

制の撚1!lH(愉需:1IIJへの参加など)，②夜宅忠者訪Illj薬

方IJ管理I!指導に必要な研修の受講や，来日j内外への訪問j

薬斉IJ'[ま瑚指導を実施することの掲示， ③外部の学術研

修の受講のほか， 1主l係学会への定期的な参加・発表や

学術論文の投稿など(努力規定)，oインターネットを

j古川した定員JJ的な医薬，'f，'di守:Wの収集ーーなどを実施し

ていることが求められています。

すでに3月末まで(改定前)に地方社会保険事務局

長への!日~tl.l'，を済ませている場合で、あっても.今一度，

4H以降の新たな施設基準の内容を確認されるようお

願いします。

調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者さんに聞かれて困ったこと，
医師に媛義照会して対応したがいま一つ納得できないことはありませんか?

皆さまの蜂問に各分野の専門家がお筈えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集j要項

1.質問の範囲

<D、実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えli、処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる

実例で.専門家の意見が知りたいーという場合など。

αd呆険調剤 ・調剤報酬などに関する質問

{列えIJ'，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

や.請求もれがあった場合の対応は?と Lヴ質問など0

0調剤技術などに関する質問

例えli，A散と B末を配合してもよいか? また司 C

錠を粉砕してよいか? という調剤技術上の質問など。

2 質問は文書で日本薬剤師会 f調剤と情報j係まで‘ご逮

絡くださし、。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが.さらに詳しい内容

をお間きしないと回答できないこともありますので.住

所司氏名，電話番号を必す明記ください。

4 質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決め

させていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6 質問が採用された方には，じほうから図書カードが贈呈

されます。

ただし‘本コ ナ への質問はあくまでも f調節lと情報j誌に渇訟を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答え

できません。ご了承くださL、。また‘回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦くださ L、

干160・8389 東京都新宿区四谷3ふ 1富士・国保連ビル

送付先 日本薬剤師会 「調剤と情報」事務局

TEし03(3353)1170 FAX.03(3353)6270 
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